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京都府広報監 まゆまろ 

「京都府優生保護相談ダイヤル」の開設について 

 

         

                                                     平成３０年５月１８日 

                            京都府健康福祉総務課 

                                                      電話 0 7 5 - 4 1 4 - 4 5 4 5 

                                          

 旧優生保護法に基づき、過去に国策として行われた「強制不妊手術」等については、厚

生労働省が全国調査に乗り出すなど、社会問題として広がりを見せているところです。 

京都府では、国の全国調査に先立ち、４月４日（水）から電話相談をお受けしていると

ころですが、この度、専用電話相談窓口「京都府優生保護相談ダイヤル」を５月２２日（火）

から開設しますので、お知らせします。 

 旧優生保護法に関連して、御本人や御家族などから様々なご事情やお悩みをお聞きかせ

いただき、今後、国からのお知らせや救済制度などの情報があった場合には、ご案内させ

ていただきますので、周知についてよろしくお願いします。 

 

 

 

１ 専用電話相談窓口   「京都府優生保護相談ダイヤル」 

              ☎ ０７５－４５１－７１００  

 

２ 開 設 日     平成３０年５月２２日（火） 

 

３ 開 設 時 間       毎週月曜日～金曜日（祝日を除く） 

                ９時～１２時、１３時～１７時                  

 

４ 相 談 内 容     ・旧優生保護法に基づく不妊手術についての御本人や御家族 

からの相談 

・国の対応についての情報提供 

 
   

 

 

 


